
※標準の手順を示しています。

←　行政側手続

←　申請者(道路)

←　申請者(法定外)

←　道路法ﾌﾛｰ

←　法定外ﾌﾛｰ
（２４条申請ほか）

↓　必要な場合、手続を実施

※警察署（道路交通法）
※管理者（道路法）

　※申請から許可まで１週間～１０日程度
（詳細は協議）

↓　応じない場合等

↓ 必要な場合、手続を実施

高原町

一般 国

事前協議

用途廃止

１）工事のみの場合
１）土地・流水・水面の占用

２）工作物の新（改）築・除去
様式１号の１

様式２号の１

漏 水 発 生

３２条申請書　① 様式４号の２（町）

５）その他、目的外使用

令和３年２月１９日修正

＜道路等に関する協議フロー図＞

都市下水路（別途協議）

　道路法（抜粋）

工事の計画

管理者等の調査

高原町以外 別途協議

　高原町法定外公共用財産の管理に関する条例

２）占用物件を伴う場合

道路法第２４条

←事前相談

２４条申請書

様式４号の１

３）流水利用の為の停滞・引用

様式８号（原状回復）

様式７号（工事完了）

様式１号の２（町）

様式２号の２（町）

様式３号の２（町）

様式３号の１

工事の実施

道路占用処理台帳（町）　⑤

施行条件の提示

同意・回答・又は協議　④
様式５号（工事認識票）

道路交通規制→管理者

警察協議（町）　②

様式９号（工事完了）
工事完成

工事の実施

工事完成
是正措置（必要に応じて指示）

※工事現場確認

３２条申請(県)

農道 里道敷・水路敷 水道・その他高原町町道

　高原町法定外公共用財産の管理に関する規則

　←事前相談

４）産出物の採取

　高原町道路占用料条例

管理区分

　高原町道路占用料規則

地下埋協議

TOP

様式６号（地位承継）

着手届

完成届

Ｃ)権利譲渡承認

様式１０号（許可済標識）
許可・回答台帳（町）　③

完　　　了

B)占用廃止届

A)地位承継届

許可取消（町）

内容確認

工事承認

３５条申請書　①

様式８号（工事着手）

　　←事前相談


